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 相模原市議会議員選挙及び相模原市長選挙における異議申出について 

 

令和５年４月９日執行の相模原市議会議員選挙及び相模原市長選挙における異議申出の

期限（市議会は同年４月２４日、市長は４月２５日）までに当選の効力の無効を求める旨

の異議申出が４件、相模原市選挙管理委員会宛に提出されました。 

 

１～３件目 

・申出日 

  令和５年４月２１日（金） 

・申出人 

  相模原市議会議員選挙南区選挙区 候補者 萩山あゆみ氏 

・申出の趣旨 

１ 選挙運動期間中に公職選挙法に抵触すると判断される違反運動を行った市長選挙当

選人と市議会議員選挙南区選挙区の当選人１名について、当選の無効を申し出る。 

２ 選挙運動期間中に公職選挙法に抵触すると判断される違反運動を行った市議会議員

選挙南区選挙区の当選人１名について、当選の無効を申し出る。 

３ 選挙運動期間中に公職選挙法に抵触すると判断される違反運動を行った市議会議員

選挙南区選挙区の当選人４名について、当選の無効を申し出る。 

 

４件目 

・申出日 

  令和５年４月２４日（月） 

・申出人 

  相模原市議会議員選挙南区選挙区 候補者 松田峰由紀氏 

・申出の趣旨 

  令和５年４月９日執行の相模原市議会議員選挙南区選挙区の最下位当選人の当選の効

力を無効とし、異議申出人を当選人にするとの決定を求める。 

 

今後の対応 

  異議申出に対する決定は、その申出を受けた日から３０日以内にするよう努めなけれ

ばならないこととされており、それぞれの期日までに相模原市選挙管理委員会で決定す

る予定です。 

 

令和５年４月２６日 
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